
通達（平成 12年 2月 16 日基発第 66号）に基づく教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 定員：2０名 

刈払機を使用する作業の安全を 
確保し、かつ振動障害を防止する 

この安全衛生教育 

携帯用丸のこ盤を取り扱う作業 
携帯用丸のこ盤取扱作業者に 
対する安全衛生教育 

 

チェーンソーと刈払機以外の

振動障害を防止する 

振動工具取扱作業者に対する

安全衛生教育 

※実技講習があります。長袖の作業着またはジャージ、靴は安全靴やスニーカーでお越しください。 



ご 予 約 の 方 法 

①  電話又は窓口にて、受講を希望される日程を予約してください、 

②  ご予約いただいた方に、申込書兼修了者台帳をお渡し(電話の場合は郵送)いたします。 

③  お渡しする「受講の注意事項」を必ず受講される本人がお読みください。 

④  必要事項をご記入の上、申込書兼修了者台帳の裏面をよく読み、必要な書類を貼付(または添付) 

して、開講日の１週間前までに郵送または来館してご提出ください。 

※写真が間に合わない場合は貼らずにご提出ください。写真だけは当日ご提出いただけます。 

⑤  開講の１週間前までに、下記の口座に振り込むか当センター窓口（平日 8：30～16：00）で受講料をお支払

いください。 
 

受 講 料 振 込 先 

福岡銀行       八幡支店     普通預金 Ｎｏ．0３２７９５５ 

西日本シティ銀行   荒生田支店    普通預金 Ｎｏ．０７６８９１１ 

福岡ひびき信用金庫   大蔵代理店    普通預金 Ｎｏ．１０２９１０４ 

 口座名義人 ： 職業訓練法人北九州地区職業訓練協会 
 

受 講 に あ た っ て の 注 意 

①  開講後の受講料等の返金はできません。 

②  遅刻、早退、欠席は、原則として失格になります。(失格となった方の受講料は返金しません。) 

③  無料駐車場をご用意しておりますが、限りがございます。できるだけ乗り合いまたは公共交通機関で 

 お越しください。講習日によっては、詰め込んで駐車していただくことがございます。 

④  実技講習には、長袖の作業着またはジャージ、靴は安全靴やスニーカーでお越しください。 

⑤  託児所がありませんので、お子様連れのご受講はご遠慮ください。 

⑥  ９：００以前は裏門から入館することができませんので、正門からお入りください。 

⑦  受講料にはテキスト代が含まれています。テキストが不要の場合も受講料は変わりません。 

⑧  暴力団、暴力団員、暴力団関係者並びにその他の反社会的勢力の受講を固くお断りします。事実を 

秘して申し込みをし、それが判明した場合は失格とさせていただきます。 
 

開 講 日 に つ い て 

①  筆記用具(鉛筆と消しゴムは必ず)をお持ちください。 

②  受付を行います。やむを得ない理由で遅刻、欠席する場合は、必ずご連絡ください。 
 

修 了 試 験 

修了試験に不合格し、補講をご希望の方は、当日に補講料をお支払いください。当日にお支払いいただけない場合

は、後日、指定する日時で受講していただくことになりますので十分にご注意ください。 

（本教育の補講料は￥２，０００です。）  
 

修 了 証 の 受 け 渡 し に つ い て 

修了証は概ね 1 週間後に窓口または郵送でお渡しいたします。 

①  窓口で受け取る場合は、修了日に「修了証引換書」をお渡しいたします。そこに記載された日以降に、 

 記載された方法で修了証と引き換えてください。 

②  郵送で受け取る場合は、受講料と別に７００円を受講料の納入と同じ方法でお支払いください。 

なお、会社、学校、団体等で一括して郵送をご希望の場合は、別途ご相談ください。 


